
１２２ 

 

 

資  料 
 

高山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する 

基準を定める条例の概要について 

 

１．指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

 地域密着型サービスを適切に運用するため、国の参酌基準等（現行と同じ）と同じ内容

とする。ただし、「記録の整備」「運営規程」「掲示（重要事項の周知）」「設備の基準」の一

部については、国の参酌基準によらないものとする。 

 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護関係  （下線部分は国の参酌基準によらない箇所） 

基本方針等 

（第４条・第５条） 

サービス提供の目的、サービスの内容について規定 

人員に関する基準 

（第６条・第７条） 

事業所ごとにおくべき管理者及び従業者の職種・員数について規定 

・オペレーター：提供時間を通じて１以上 

・訪問介護員等： 定期巡回サービス 必要な数 

          随時訪問サービス 提供時間を通じて１以上 

・看護職員：２．５以上 

・計画作成責任者の配置 ほか 

設備に関する基準 

（第８条） 

設備及び備品等について規定 

・利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等を備え

ること 

・随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等を備

えること ほか  

運営に関する基準 

（第９条－第４２条） 

緊急時の対応 

・利用者に病状の急変が生じた場合は、速やかに主治医への連絡等を

講じる等 

運営規程 

・事業の目的、運営方針、営業日、苦情処理のために講ずる措置の概

要 など重要事項に関する規程を定める 

衛生管理等 

・従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うととも

に、設備・備品等について衛生的な管理に努める 

掲示 

・事業所の見やすい場所に重要事項を掲示するほか、ホームページ等

に掲載する等、周知に努める 

苦情処理 

・苦情窓口の設置等必要な措置を講じる等 

地域との連携等 

・介護・医療連携推進会議を設置し会議録を公表する等 

記録の整備 

・提供したサービスの内容、苦情の内容等の記録を整備し５年間保存

する 

 

ほか事業所の運営に関する事項について規定 

連携型指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の

人員及び運営に関する基

準の特例 

（第４３条－第４４条） 

連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する

適用除外事項について規定 

 



１２３ 

 

 

 

（２）夜間対応型訪問介護関係 

基本方針等 

（第４５条・第４６条） 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同じ 

人員に関する基準 

（第４７条・第４８条） 

事業所ごとにおくべき管理者及び従業者の職種・員数について規定 

・オペレーター：１以上及び利用者の面接等を行う者として必要な数

以上 

・訪問介護員等：定期巡回サービス 必要な数 

        随時訪問サービス 提供時間を通じて１以上 ほか 

設備に関する基準 

（第４９条） 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同じ 

運営に関する基準 

（第５０条－第５９条） 

緊急時の対応 

・利用者に病状の急変が生じた場合は、速やかに主治医への連絡等を

講じる 

運営規程 

・事業の目的、運営方針、営業日、苦情処理のために講ずる措置の概

要 など重要事項に関する規程を定める 

衛生管理等 

・従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うととも

に、設備・備品等について衛生的な管理に努める 

掲示 

・事業所の見やすい場所に重要事項を掲示するほか、ホームページ等

に掲載する等、周知に努める 

苦情処理 

・苦情窓口の設置等必要な措置を講じる等 

地域との連携等 

・介護相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市との連携に

努める 

記録の整備 

・提供したサービスの内容、苦情の内容等の記録を整備し５年間保存

する 

 

ほか事業所の運営に関する事項について規定 

 



１２４ 

 

 

（３）認知症対応型通所介護関係 

基本方針 

（第６０条） 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同じ 

人員及び設備に関する基

準 

  

 単独型指定認知症

対応型通所介護及

び併設型指定認知

症対応型通所介護 

（第６１条－第６

３条） 

事業所ごとにおくべき管理者及び従業者の職種・員数について規定 

・生活相談員：１以上配置 

・看護職員又は介護職員：２以上配置 

利用定員 

・１日１２人以下 

設備及び備品等について規定 

・食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火

設備その他の非常災害に際して必要な設備等を備えること 

・食堂及び機能訓練室の合計した面積は、３㎡に利用定員を乗じた面

積以上（同一の場所可） ほか 

 共用型指定認知症

対応型通所介護 

（第６４条－第６

６条） 

従業者の員数及び利用定員等、管理者に関する規定 

 ・利用定員は、１日当たり３人以下とする 

 ・管理者は定められた研修を修了していなければならない ほか 

運営に関する基準 

（第６７条－第８０条） 

非常災害対策 

・非常災害に関する具体的計画を立て、関係機関への通報及び連携体

制を整備し、従業者に周知するとともに必要な訓練を行うこと 

運営規程 

・事業の目的、運営方針、営業日、非常災害対策、苦情処理のために

講ずる措置の概要 など重要事項に関する規程を定める 

衛生管理等 

・利用者が使用する施設、設備等について衛生的な管理に努める等 

掲示 

・事業所の見やすい場所に重要事項を掲示するほか、ホームページ等

に掲載する等、周知に努める 

苦情処理 

・苦情窓口の設置等必要な措置を講じる等 

地域との連携等 

・地域住民等との連携及び協力等を図る等 

記録の整備 

・提供したサービスの内容、苦情の内容等の記録を整備し５年間保存

する 

 

ほか事業所の運営に関する事項について規定 

 



１２５ 

 

 

（４）小規模多機能型居宅介護関係 

基本方針等 

（第８１条） 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同じ 

人員に関する基準 

（第８２条－第８４条） 

事業所ごとにおくべき管理者・代表者及び従業者の職種・員数について

規定 

・介護従業者（１以上は看護師又は准看護師） 

夜間及び深夜以外 通いサービス：利用者数３に対し１以上 

         訪問サービス：１以上 

夜間及び深夜  夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上及び宿直

勤務に必要な数以上 

・介護支援専門員を専従で配置 ほか 

設備に関する基準 

（第８５条・第８６条） 

登録定員、利用定員及び設備等について規定 

・登録定員 ２５人以下 

・利用定員 

 通いサービス 登録定員の１／２から１５人まで 

 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の１／３から９人まで 

・一の居室の床面積は７．４３㎡以上 ほか 

運営に関する基準 

（第８７条－第１０８

条） 

非常災害対策 

 ・非常災害に関する具体的計画を立て、関係機関への通報及び連携体

制を整備し、従業者に周知するとともに必要な訓練を行うこと等 

運営規程 

・事業の目的、運営方針、営業日、非常災害対策、身体拘束を行う際

の手続、苦情処理のために講ずる措置の概要 など重要事項に関する

規程を定める 

衛生管理等 

・利用者が使用する施設、設備・備品等について衛生的な管理に努め

る等 

掲示 

・事業所の見やすい場所に重要事項を掲示するほか、ホームページ等

に掲載する等、周知に努める 

苦情処理 

・苦情窓口の設置等必要な措置を講じる等 

地域との連携等 

・運営推進会議の設置、地域住民との交流を図ること等 

記録の整備 

・提供したサービスの内容、苦情の内容等の記録を整備し５年間保存

する 

 

ほか事業所の運営に関する事項について規定 

 



１２６ 

 

 

（５）認知症対応型共同生活介護関係 

基本方針 

（第１０９条） 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同じ 

人員に関する基準 

（第１１０条－第１１２

条） 

事業所ごとにおくべき管理者・代表者及び従業者の職種・員数について

規定 

・介護従業者（共同生活住居ごとに配置）：利用者数３に対し１以上 

                 ＊夜間及び深夜の時間帯は１以上 

・計画作成担当者：共同生活住居ごとに専従で配置 

・管理者：共同生活住居ごとに常勤かつ専従で配置すること 

・代表者：必要な経験、研修等に関すること ほか 

設備に関する基準 

（第１１３条） 

利用定員及び設備等について規定 

 ・入居定員は５人以上９人以下 

 ・一の居室の床面積は７．４３㎡以上 ほか 

運営に関する基準 

（第１１４条－第１２８

条） 

入退居 

・サービスは要介護者であって認知症であるもののうち、少人数によ

る共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする等 

運営規程 

 ・事業の目的、運営方針、非常災害対策、身体拘束を行う際の手続、

苦情処理のために講ずる措置の概要 など重要事項に関する規程を定

める 

非常災害対策 

 ・非常災害に関する具体的計画を立て、関係機関への通報及び連携体

制を整備し、従業者に周知するとともに必要な訓練を行うこと等 

掲示 

 ・事業所の見やすい場所に重要事項を掲示するほか、ホームページ等

に掲載する等、周知に努める 

苦情処理 

 ・苦情窓口の設置等必要な措置を講じること等 

地域との連携等 

 ・運営推進会議の設置、地域住民との交流を図ること等 

記録の整備 

 ・提供したサービスの内容、苦情の内容等の記録を整備し５年間保存

する 

 

ほか事業所の運営に関する事項について規定 

 



１２７ 

 

 

（６）地域密着型特定施設入居者生活介護関係 

基本方針 

（第１２９条） 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同じ 

人員に関する基準 

（第１３０条・第１３１

条） 

事業所ごとにおくべき管理者及び従業者の職種・員数について規定 

・生活相談員：１以上（うち１人以上は常勤） 

・看護職員又は介護職員：利用者数３に対し１以上 （うち看護職員

は常勤１以上） 

・機能訓練指導員：１以上 

・計画作成担当者：１以上 

・管理者：事業所ごとに常勤かつ専従で配置すること ほか 

設備に関する基準 

（第１３２条） 

居室の定員及び設備等について規定 

・居室の定員 １人（必要と認められる場合は２人） 

・介護居室、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有する

こと ほか 

運営に関する基準 

（第１３３条－第１４９

条） 

提供の開始等 

・正当な理由なく、入居者に対するサービスの提供を拒んではならな

い等 

運営規程 

・事業の目的、運営方針、非常災害対策、身体拘束を行う際の手続、

苦情処理のために講ずる措置の概要 など重要事項に関する規程を

定める 

非常災害対策 

・非常災害に関する具体的計画を立て、関係機関への通報及び連携体

制を整備し、従業者に周知するとともに必要な訓練を行うこと 

掲示 

・事業所の見やすい場所に重要事項を掲示するほか、ホームページ等

に掲載する等、周知に努める 

苦情処理 

・苦情窓口の設置等必要な措置を講じること等 

地域との連携等 

・運営推進会議の設置、地域住民との交流を図ること等 

記録の整備 

・提供したサービスの内容、苦情の内容等の記録を整備し５年間保存

する 

 

ほか事業所の運営に関する事項について規定 

 



１２８ 

 

 

（７）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護関係 
基本方針 

（第１５０条） 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同じ 

人員に関する基準 

（第１５１条） 

事業所ごとにおくべき従業者の職種・員数について規定 

・医師：必要数・生活相談員：常勤で１以上 

・看護職員又は介護職員：利用者数３に対し１以上 （うち看護職員

は常勤１以上） 

・栄養士：１以上 

・機能訓練指導員：１以上 

・介護支援専門員：常勤専従で１以上 ほか 

設備に関する基準 

（第１５２条） 

設備及び備品等について規定 

・１の居室の定員は、１人とするが、入所者への指定地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められえる場合は、４

人とすることができる 

・入所者の１人当たりの床面積は、１０．６５㎡以上 ほか 

運営に関する基準 

（第１５３条－第１７７

条） 

退所 

・サービスは身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を

必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し提

供するものとする等 

運営規程 

・施設の目的、運営方針、非常災害対策、身体拘束を行う際の手続、

苦情処理のために講ずる措置の概要 など重要事項に関する規程を定

める 

非常災害対策 

・非常災害に関する具体的計画を立て、関係機関への通報及び連携体

制を整備し、従業者に周知するとともに必要な訓練を行うこと 

掲示 

・事業所の見やすい場所に重要事項を掲示するほか、ホームページ等

に掲載する等、周知に努める 

苦情処理 

・苦情窓口の設置等必要な措置を講ずること等 

地域との連携等 

・運営推進会議の設置、地域住民との交流を図ること等 

記録の整備 

・提供したサービスの内容、苦情の内容等の記録を整備し５年間保存

する 

 

ほか事業所の運営に関する事項について規定 

 
（８）ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の基本方針並びに設備及び

運営に関する基準関係 
この説の趣旨及び基本方

針 

（第１７８条・第１７９

条） 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同じ 

設備に関する基準 

（第１８０条） 

設備及び備品等について規定 

・１の居室の定員は、１人とするが、入所者への指定地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められえる場合は、２

人とすることができる 

・入所者の１人当たりの床面積は、１０．６５㎡以上 ほか 

運営に関する基準 

（第１８１条－第１８９

条） 

（７）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護と同じ 



１２９ 

 

 

（９）複合型サービス関係 

基本方針 

（第１９０条） 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同じ 

人員に関する基準 

（第１９１条－第１９３

条） 

事業所ごとにおくべき管理者・代表者及び従業者の職種・員数について

規定 

・介護従業者（看護職員は２．５以上） 

夜間及び深夜以外 通いサービス 利用者数３に対し１以上 

         訪問サービス ２以上 

夜間及び深夜   夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上及び宿

直勤務に必要な数以上 

・介護支援専門員 専従で配置 ほか 

設備に関する基準 

（第１９４条・第１９５

条） 

（４）小規模多機能型居宅介護と同じ 

運営に関する基準 

（第１９６条－第２０２

条） 

（４）小規模多機能型居宅介護と同じ 

 


